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                            2023.3.10 市民部市民活動支援課 

指定管理施設における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 
本ガイドラインは、政府が示す最新の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を

踏まえ、最新の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」において示されたガイドライン作成・見直しの求めに応じ、木更津市市民活動支

援センター及び木更津市金田地域交流センターの新型コロナウイルス感染拡大予防対策としての

基本的な考え方を示すものである。 

 なお、今後、改めて示される対処方針、木更津市健康危機管理対策本部の決定事項を遵守する

とともに、県の方針や近隣市の動向等を参考に、当該ガイドラインをその都度変更することがあ

るものとする。 

 

１．利用に関するガイドライン 

（１） 基本的な対策 

① 「集団感染リスクを高める 3条件が同時に重なる場」を避けるための提言（専門家会議 令

和 2年 3月 19日）を踏まえ対応する。 

・換気が悪い密閉空間にしないための換気の徹底（密閉しない）。 

・多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮（密集しない）。 

・近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える（密着しない）。 

 ③ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みを進めるため、各業界団体において   

「業種別ガイドライン」が策定されているため、利用に際しては、各ガイドラインに沿った

対策を徹底すること。 

 

（２） 施設での対策 

① 発熱、咳・鼻水などの風邪症状のある方、同居のご家族が体調不良の方は利用できない。 

 ・来館前に検温を行い 37.5度未満であることを確認すること。 

  ・来館時、体温測定等を行い 37.5度未満であることを確認すること。 

② 手洗い、手指の消毒を徹底すること。 

 ③ 換気を徹底すること。 

  ・扉や窓などを開けること。 

・30分に 1回以上、5～10分程度窓を全開にするなど室内の換気を行うこと。 

  ・換気のできない部屋の使用は禁止する。 

 ④ マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 

・本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう個人の主体的な判断を尊重する

こと。 

※施設管理者が利用内容・人員等を考慮し、マスクの着用をお願いする場合があります。 

 ⑤ 活動後は利用施設の消毒、清掃の徹底に努めるもの。 

⑥ 団体・サークルの代表者及び主催者は、施設利用開始前に別紙「新型コロナ感染拡大防止

対策チェックリスト」を記入し、施設管理者へ提出すること。 
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 ⑦ 新型コロナウイルスの感染予防を理由とした施設利用のキャンセルについては、今般の社 

会情勢を鑑みて、当面、全額還付とする。ただし、虚偽の申告があった場合は、この限り 

でない。 

 

２．本ガイドラインの更新日 

 本ガイドラインは令和５年３月１３日（月曜日）より適用するものとする。 


